
今
回
の
選
挙
で
投
票
が
で

き
る
人
は
、
投
票
日
当
日
満

20
歳
以
上
で
、
次
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
人
で
す
。

q
平
成
22
年
８
月
22
日
以
前

に
津
別
町
に
住
民
登
録
を

し
て
い
る
。

w
現
実
に
津
別
町
に
居
住
し

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
津
別
町
に

住
民
登
録
を
し
て
い
て
も
、

学
生
な
ど
の
よ
う
に
町
外
に

居
住
し
て
い
る
人
は
、
w
の

要
件
を
満
た
さ
な
い
の
で
、

投
票
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。平

成
22
年
８
月
23
日
以
降

に
転
入
の
届
け（
住
民
登
録
）

を
し
た
人
は
、
現
在
津
別
町

に
住
ん
で
い
て
も
、
居
住
期

間
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、

選
挙
権
は
あ
り
ま
せ
ん
。

投
票
が
で
き
る
人
は
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
ま
す

が
、
そ
の
名
簿
は
次
の
期
日

に
見
る
こ
と
（
縦
覧
）
が
で

き
ま
す
。
登
録
さ
れ
た
自
分

の
名
前
、
住
所
、
生
年
月
日

な
ど
が
正
し
く
記
載
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
お
確
か
め
く

だ
さ
い
。

縦
覧
期
日

11
月
23
日
（
火
）

縦
覧
場
所

選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
（
議
会
議
事
堂

１
階
　
町
民
懇
談
室)

期
日
前
投
票
は
、
投
票
の

当
日
に
、
仕
事
や
旅
行
、
や

む
を
得
な
い
事
情
で
投
票
で

き
な
い
人
が
、
事
前
に
投
票

を
済
ま
せ
て
お
く
制
度
で
す
。

手
続
き
も
簡
単
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
投
票
日
に
旅
行
や

レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を

予
定
さ
れ
て
い
る
人
は
、
棄

権
し
な
い
よ
う
事
前
に
期
日

前
投
票
を
し
て
お
く
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

期
日
前
投
票
は
、
11
月
24

日
か
ら
11
月
27
日
ま
で
の
毎

日
、
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
８
時
ま
で
で
き
ま
す
。
投

票
を
希
望
す
る
場
合
は
、
入

場
券
を
持
っ
て
（
印
鑑
は
不

要
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
議

会
議
事
堂
１
階
、
町
民
懇
談

室
）
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
長
期
間
出
張
な
ど

で
町
外
に
滞
在
し
て
い
る
場

合
な
ど
は
、
不
在
者
投
票
の

請
求
が
告
示
前
で
も
で
き
ま

す
。
告
示
前
に
請
求
を
し
、

告
示
日
の
翌
日
（
24
日
）
以

降
に
滞
在
し
て
い
る
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在

者
投
票
を
し
て
く
だ
さ
い
。

不
在
者
投
票
用
紙
の
郵
送
や

返
送
は
す
べ
て
郵
便
で
の
や

り
取
り
と
な
り
日
数
が
か
か

り
ま
す
。
特
に
町
長
選
挙
は

選
挙
期
間
が
短
い
た
め
、
場

合
に
よ
っ
て
は
投
票
日
ま
で

に
届
か
な
い
こ
と
も
あ
り
得

ま
す
の
で
、
早
め
に
請
求
を

し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
不
在
者
投
票
が
で

き
る
病
院
な
ど
に
入
院
し
て

い
る
場
合
も
、
そ
の
病
院
内

で
投
票
が
で
き
ま
す
。
そ
の

際
は
、
病
院
長
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

開
票
は
、

投
票
日
当
日

の
午
後
７
時

30
分
か
ら
中

央
公
民
館
講

堂
で
予
定
し

て
い
ま
す
。

一
般
参
観
人

の
入
場
は
、

午
後
７
時
20

分
か
ら
と
な

り
ま
す
。

１１月２８日は町長

11
月
28
日
は
、
任
期
満
了
に
伴
う
、
津
別
町
長
選
挙
の
投
票

日
で
す
。
町
長
選
挙
は
私
た
ち
の
身
近
な
生
活
と
密
接
な
つ

な
が
り
を
持
つ
重
要
な
選
挙
で
す
。
私
た
ち
の
代
表
を
決
め

る
大
切
な
選
挙
で
す
か
ら
、
よ
く
見
て
、
よ
く
聞
い
て
、
よ

く
考
え
て
、
棄
権
せ
ず
に
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

投 票 日 11月28日（日）

投票時間　午前７時から午後６時まで

投 票 所　あなたの入場券をご覧ください

選挙に関するお問い合わせは、津別町選挙管理委員会まで

†76－2155（内線286・333）議会議事堂１階・町民懇談室

告示日 11月23日（火）

身体に重度の障害があるため

に投票所へ行くことのできない

人は、自宅で投票することがで

きます。この制度も不在者投票

制度の一つです。投票は、選挙

管理委員会にその旨の請求をし、

郵送によって投票用紙をもらい、

記載した投票用紙を郵送するこ

とになります。投票まで時間が

かかりますので、早めに請求し

てください。

なお、この投票は「郵便等投

票証明書」の交付を受けていな

ければ、することができません。

この制度を利用する人は、まず

証明書交付の手続きをしてくだ

さい。すでに交付を受けている

人は、有効期限（７年間）が過

ぎていないかどうか、お確かめ

ください。

重度障がいの人は、

自宅で投票できます

この制度を利用できる人

q身体障害者手帳をお持ちで、

・両下肢などの障害で、１級

または２級の人　

・内臓機能障害で、１級または

３級の人

・免疫障害で、１級から３級まで

の人

w戦傷病者手帳をお持ちで、

・両下肢などの障害で、特別

項症から第２項症までの人

・内臓機能の障害で、特別項

症から第３項症までの人

e介護保険の要介護状態区分が、

要介護５の人

期
日
前
投
票
を
実
施

期
間
は
11
月
24
日
か
ら
11
月
27
日
ま
で

選
管
事
務
局
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い

今
回
選
挙
権
を
持
っ
て
い
る
の
は
？

20
歳
以
上
で
、
住
民
登
録
し
て
お
り
、

現
に
居
住
し
て
い
る
人
で
す

必
ず
入
場
券
を
持
っ
て
、
投

票
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い

８
月
22
日
以
前
に
住
民
登
録

し
、
住
ん
で
い
る
人
が
対
象

旅
行
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
の
事
情
も
認
め
ら

れ
ま
す

長
期
出
張
の
人
は
、
告
示

前
の
請
求
が
可
能
で
す

投
票
は
、
11
月
28
日
の
日

曜
日
で
す
。
時
間
は
午
前
７

時
か
ら
午
後
６
時
ま
で
で

す
。
必
ず
入
場
券
を
持
っ
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

投
票
場
所
は
、
入
場
券
に

記
載
し
て
い
ま
す
。

入
場
券
は
、
投
票
す
る
人

の
確
認
書
で
あ
り
投
票
用
紙

交
付
の
際
の
整
理
券
と
も
な

り
ま
す
。
必
ず
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
失
く
さ
れ
た
方
は
、

投
票
所
の
受
付
に
申
し
出
て

下
さ
い
。

こ
の
入
場
券
は
、
23
日
こ

ろ
ま
で
に
皆
さ
ん
に
郵
送
さ

れ
ま
す
。
期

日
が
来
て
も

届
か
な
か
っ

た
り
、
記
載

内
容
に
誤
り

が
あ
る
と
き

は
、
す
ぐ
に

選
挙
管
理
委

員
会
（
†

76-

２
１
５

５
）
に
ご
連

絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

投
票
箱

私たちの１票が明日の町づくりに つながります。必ず投票しましょう！

選挙の投票日です

会
場
へ
は
受

け
付
け
を
済
ま

せ
て
か
ら
お
入

り
く
だ
さ
い
。

申
込
者
が
多
い

場
合
は
、
入
場

を
制
限
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。
静
か

に
参
観
さ
れ
、

会
場
の
秩
序
維

持
に
ご
協
力
く

だ
さ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

開
票
は
即
日

午
後
７
時
30
分
か
ら
中
央
公

民
館
で
予
定


